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入札に参加し よ う と する 方は、 事前に参加申込を 行っ て く ださ い。  

 

【 入札の流れ】  

  公告（令和７年 12 月１9 日(金)） 

   

  入札参加申込（申込期限：令和８年１月 23 日（金）１７時必着） 

      

  入札参加受付確認書の送付 

   

  入札（令和８年２月 19 日（木）） 

   

  契約（落札決定の翌日から起算して１４日以内） 

   

  売買代金の納入（契約日の翌日から起算して２０日以内） 

   

  所有権移転 

 

※詳細は「一般競争入札参加案内」（１ページ～）をご覧ください。 

※財産活用課のホームページにも物件の詳細情報及び申込み方法等を掲載していま

す。 

 

                    岡山県財産活用課   検索  

 

 
【岡山県財産活用課HP】 
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一般競争入札参加案内 
 

 

 未利用県有地を次の要領で売り払います。買受けをご希望の方は、どうぞ、ご参加ください。 

 

１  売払物件 

「売払物件一覧」をご覧ください。 

 

２  入札参加資格 

申込みのできる方は、日本国内に居住する方とします。ただし、次に掲げる方は、入札に参

加することができません。 

 (１) 県有財産に関する事務に従事する職員 

  (２) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する方 

   (成年被後見人、契約締結のために必要な同意を得ていない被保佐人、営業の許可を受け

ていない未成年者、破産者で復権を得ない方、指定暴力団員、指定暴力団員の配偶者等) 

 (３) 次のいずれかに該当すると認められる方で、その事実があった後３年を経過しない方及

びその方を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する方 

    ア 契約履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした方 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した方 

    ウ 競争入札の落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方 

    エ 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務

の執行を妨げた方 

    オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった方 

  カ 契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基

づき過大な額で行った方 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない方を契約の締結又

は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方 

  (４) 岡山県暴力団排除条例(平成２２年岡山県条例第５７号)第２条第１号及び第３号に規定

する暴力団又は暴力団員等(入札参加者が法人である場合、役員に暴力団員等が含まれて

いる場合も入札に参加できません。) 

 (５) 入札参加者又はその役員(ウ、エ及びオについては、買受申込者の経営に事実上参加し

ている者を含む)が次のいずれかに該当する場合 

  ア 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の関係者(以下「暴

力団関係者」という。)であるとき、又は暴力団関係者が入札参加者の経営に事実上参加

している場合 

  イ 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき 

  ウ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴

力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき 

  エ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

  オ 暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき 
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  カ 岡山県から受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたに

も関わらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なかったとき 

  (６) その他知事が不適当と認める者 

 

３  用途制限 

売払物件については、売買契約書において次の用途制限を付すとともに、これらの用途に使

用するおそれのある第三者へ転売し、又は貸し付けることも禁止しますので、この点を理解さ

れた上で、入札に参加ください。 

(１) 岡山県暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団事務所その他これに類する施設の

用に供することはできません。 

(２) 契約締結の日から１０年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和

２３年法律第１２２号)第２条第１項に規定する風俗営業及び第５項に規定する性風俗関

連特殊営業その他これらに類する営業の用に供することはできません。 

 
４  入札について の注意事項( 物件調査、 引渡し )  

 (１) 入札を希望される方は、この「一般競争入札参加案内」、「入札についての注意事項」

及び「物件説明書」を熟読され、「県有財産売買契約書（案）」の各条項並びに売払物件

の法令上の規制を承知した上で申込んでください。 

 (２) 各「物件説明書」は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必

ず入札参加者ご自身において諸規制等についての確認を行ってください。 

(物件説明書の資料に記載している建ぺい率・容積率は、地区計画や前面道路の幅員等を

加味していません。) 

 (３) 越境物が存在する場合は、隣接土地所有者との協議や電柱等の移設などに関して、すべ

て買受人において行っていただきます。 

 (４) 水道に関する給水装置の修理や配管の移設等並びに下水に関する汚水桝の修理や排水管

の移設等に要する費用は県では負担しません。 

       また、上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合に、既

存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、県では、補修

や引込工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出及び手

続き等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者などにお問い合わ

せの上、買受人において対応してください。 

  (５) 建物及び附帯建物、工作物等の点検・修理、立木の伐採、草刈、囲障・井戸など地上・

地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権利

の帰属主体のいかんを問わず、一切行いません。 

  (６) 各売払物件については、原則、地下埋設物、地盤調査、土壌調査及び建物状況調査は行

っていません。 

  (７) 各売払物件は、現状有姿での引渡しとなります。(現況と図面等が相違している場合、

現況を優先します。) 

(８) 県では、未登記建物の表題登記及び所有権保存登記を行いません。登記を行う場合

は、買受人が買受人自身の負担により行ってください。 
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５  入札参加申込 

次の期限までに入札参加申込書等を提出してください(郵送可)。期限までに提出されない場

合は入札に参加できません。 

(１) 申込期限 

令和８年１月23日（金）１７時必着 

   (注)・受付は、月曜日から金曜日の８時３０分から１７時までです。 

     ・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）)は受付を行いません。 

 

（２） 提出先 

   〒７００－８５７０ 

   岡山市北区内山下二丁目４番６号 

   岡山県総務部財産活用課財産活用班（県庁本庁舎４階) 

 

 (３) 提出書類 

ア 個人の場合 □ 一般競争入札参加申込書(様式第４号) 

□ 誓約書(様式第７号、本人の実印が押印されたもの) 

□ 本人の印鑑証明書(入札書に押印する印鑑) 

□ 本人の住所を証する書面(住民票の写し)※ 

□ 委任状(様式第５号、入札に代理人が出席する場合) 

イ 法人の場合 □ 一般競争入札参加申込書(様式第４号) 

□ 誓約書(様式第７号、法人の実印が押印されたもの) 

□ 法人の印鑑証明書(入札書に押印する印鑑) 

□ 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書) 

□ 役員名簿(様式第６号) 

□ 委任状(様式第５号、入札に代理人が出席する場合) 

(注)・いずれの書類も申込日から３か月以内に交付された原本が各１通必要です。 

     ・提出いただいた書類は返却しません。 

     ※個人番号の記載がない住民票を提出してください。本籍や他の世帯員の記載も

不要です。 

 

６  入札参加資格の確認 

  入札参加資格を確認の上、資格があると認められる方には入札参加資格要件適合通知書

及び入札保証金の納付書を送付します。資格がないと認められる方には入札参加不適合通

知書を送付します。いずれも入札参加申込期限から１５日以内にメール等で通知します。 

 

７  入札保証金 

（１）入札保証金の納付 

  上記６の入札参加資格要件適合通知書とともに送付する納付書により、入札前に入札金

額の５%以上に相当する金額を金融機関で納付してください。（詳細は９ページを御確認く

ださい） 

（２）入札保証金の返還 

  入札保証金は、落札者を除き、払戻請求書により指定される金融機関の口座に振り込み

ます。払戻請求書については、10ページを御確認ください。なお、返還まで若干のお時間
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を要しますので、ご了承ください。 

 

８  現場説明会 

「売払物件一覧」をご覧ください。 

(注)・各物件の所在地にて説明会を行います。 

  ・参加希望者は、各現場説明会前日の１７時までに県庁財産活用課までご連絡ください。

どなたからもご連絡がない場合は現場説明会を実施しませんので、予めご承知おきく

ださい。 

TEL ：０８６－２２６－７２３５ 

      Mail：zkatsuyou@pref.okayama.lg.jp 
・物件番号１の敷地内には駐車スペースがありませんので、公共交通機関又は民間駐車

場等をご利用ください。 

・物件番号２の敷地内の駐車スペースには限りがありますので、駐車を希望される方は

早めに連絡をください。希望が多い場合は、公共交通機関又は民間駐車場等の利用を

お願いすることがあります。 

    ・現場説明会は上記日程で１回しか行いません。個別での対応は行っておりません。 

    ・現場説明会に参加する必要はありませんが、参加しない場合は、納得の上で入札参加

申込をするようにしてください。 

    ・大雨等の気象条件や災害の発生等により、現場説明会を延期又は中止することがあり

ます。延期又は中止する場合、財産活用課HPに当日午前８時３０分頃に掲載しますの

で、ご確認ください。 

 

９  入札日時・ 会場 

「売払物件一覧」をご覧ください。 

(注)・受付時刻に遅れた場合は、入札に参加できません。 

    ・受付手続きの状況によっては、入札開始時刻が遅れることがあります。 

    ・入札室には、申込につき２名まで入室できます。 

    ・本庁舎の外来駐車場(有料)等をご利用ください。 

 
10 入札参加（ 入札当日） に必要な も の 

 (１) 入札にご本人が出席される場合  

ア 入札書（財産活用課 HP でダウンロードしてください） 

イ 入札参加資格要件適合通知書（「６ 入札参加資格の確認」で送付したもの） 

ウ 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑証明書により証明された印鑑) 

エ 入札保証金領収書の写し 

  

(２) 入札に代理人が出席される場合  

ア 入札書（財産活用課 HP でダウンロードしてください） 

イ 入札参加資格要件適合通知書（「６ 入札参加資格の確認」で送付したもの） 

  ウ 代理人の印鑑(入札参加申込書に添付した委任状に押印されているもの) 

   エ 入札保証金領収書の写し 
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11 入札を 共有名義で 申し 込みた いと き  

共有名義により入札を行われる場合は、入札参加申込書、委任状及び入札書に共有名義人各

々の署名及び実印の押印等が必要になります。共有名義で入札されたい方は、あらかじめお問

い合わせください。 

 

12 契約の締結 

    落札された方は、落札決定の翌日から起算して１４日以内に契約を締結していただきます。

希望により、電子契約により契約を締結することができます。この場合、電子契約利用申込書

を提出していただきます。 

 

13 売買代金の納付 

    売買代金（入札保証金を差し引いた金額）は、原則として契約締結日の翌日から起算して２

０日以内に納付していただきます。 

    納付期限までに売買代金が完納されないときは、納付期限の翌日から完納する日までの日数

に応じ、未払額につき年８．６５％の割合で計算した額を遅延利息として納付していただきま

す。 

なお、売買代金及び遅延利息が完納されないときは、契約を解除する場合があります。この

場合、入札保証金は県に帰属されます。 

 

14 所有権の移転 

   所有権は、売買代金が完納されたときに、県から買受人へ移転します。 

 

15 登記手続き  

(１) 土地及び登記建物に係る所有権移転の登記手続きは、売買代金完納後、買受人の登録免

許税の負担により県が行います。  

  (２) 解体撤去条件が付されている物件については、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記

を行います。 

 

16 入札保証金及び売買代金以外に必要と な る 費用 

  (１) 契約書に貼付する印紙代 （電子契約により契約を締結する場合は不要） 

  (２) 不動産の所有権移転登記に必要な登録免許税 

 

17 入札結果の公表 

    入札終了後、入札結果(物件所在地、地目、面積、予定価格、入札年月日、落札価格、落札

者名（個人であるときは「個人」とします。）、入札参加者数)を公表します。落札後に契約

不成立となった場合には、その旨を公表します。 

 

18 お問い合わせ先 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下二丁目４番６号 

  岡山県総務部財産活用課財産活用班 

TEL ：０８６－２２６－７２３５ 

  Mail：zkatsuyou@pref.okayama.lg.jp 
  (※閉庁日を除く ８時３０分～１７時１５分) 

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です 

5

mailto:zkatsuyou@pref.okayama.lg.jp


所
在

地
数

量
予

定
価

格
現

場
説

明
会

入
札

開
始

（
旧

用
途

）
（

㎡
）

　
(最

低
売

払
価

格
)

開
始

日
時

予
定

時
刻

岡
山

市
北

区
南

中
央

町
10

00
番

１
住

居
表

示
：

岡
山

市
北

区
南

中
央

町
１

番
26

号

　
（

元
立

寄
所

）

笠
岡

市
生

江
浜

字
沖

浦
20

54
番

2
住

居
表

示
：

笠
岡

市
生

江
浜

20
54

番
2

　
（

元
駐

在
所

）

入
札

日
入

札
受

付
時

間
入

札
会

場

2月
19

日
（

木
）

11
:0

0～
11

:1
5

13
:0

0～
13

:1
5

11
:2

0

用
度

課
入

札
室

(県
庁

舎
地

下
１

階
)

13
:2

0

売
払

物
件

一
覧

物
件

番
号

地
目

備
考

2
5,

65
9,

36
0円

建
付

地

10
,8

00
,0

00
円

1
建

付
地

11
7.

77
宅

地

30
0.

63

1月
15

日
（

木
）

10
:3

0～

1月
16

日
（

金
）

13
:3

0～
宅

地

6



 

入札についての注意事項 

 

 

 入札を希望される方は、公告、一般競争入札参加案内（本書１～５ペ－ジ）及びこの注意事項を熟

読の上、入札してください。 

 

  （ 入札の代理）  

第１ 代理人が入札しようとするときは、入札参加申込時に必ず委任状を提出してください。なお、

代理人は２人以上の入札者を代理することはできません。また、入札者は他の入札者の代理人と

なることはできません。 

  （ 入札室への人数制限）  

第２ 入札室へは、申込につき２名まで入室できます。 

  （ 入札書の様式及び使用する 印鑑）  

第３ 入札は、所定の入札書を使用してください。 

２ 入札書に押印する印鑑は、本人が入札される場合は、入札参加申込時に提出された印鑑の証明書

の印影と同じ印鑑とします。代理人が入札される場合は、委任状に押印された代理人の印影と同じ

印鑑とします。なお、それ以外の印鑑の場合、入札書は無効とします。 

  （ 入札保証金）  

第４ 入札者は、入札前に入札保証金として、入札金額の１００分の５以上に相当する金額を納付書

により納付してください。 

 （ 入札書の記入方法）  

第５ 入札書には、入札者の住所、氏名（法人にあっては法人名及び代表者氏名）を記入の上、押印

してください。 

入札金額の記載は、算用数字を使い、最初の数字の前に「￥」を記入してください。なお、記入

にあたっては、万年筆又はボールペンを使用してください。また、入札金額の訂正は認めません。 

 （ 建付地に係る 入札金額等）  

第６ 建付地の入札金額は、土地・建物のそれぞれの金額及び建物に課税される消費税相当額を併せ

た金額とします。 

  （ 提出済みの入札書）  

第７ 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取消しを行うことは

できません。 

  （ 入札の無効）  

第８ 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。 

 (1) 入札に参加することのできない者のした入札 

  (2) 談合してした入札 

  (3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札 

  (4) 入札書の金額、氏名（法人にあっては法人名及び代表者氏名）、印影又は重要な文字が誤脱 

 し、又は不明である入札 

(5) 入札書の金額を訂正した入札 

  (6) 同一の入札について、２以上の入札をした者のした入札 
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  (7) 郵便又は電信による入札 

  (8) 第１に反して行われた入札 

 （ 開札）  

第９ 開札は、入札者の面前で行います。 

 （ 落札者の決定）  

第１０ 入札は、予定価格以上の価格であって、最高のものをもって落札者とします。ただし、落札

者となる同価の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。  

  （ 入札保証金の返還）  

第１１ 入札保証金は、落札者を除き、返還します。 

  （ 契約の締結）  

第１２ 落札者が落札決定の翌日から１４日以内に契約を締結しない場合は、その落札は無効となり、

入札保証金は県に帰属します。 

２ 契約は所定の契約書を作成し、県、落札者双方が記名押印したときに成立します。 

３ 落札者の入札保証金は、前項の契約保証金の全部又は一部に充当します。 

４ 落札者以外の名義人とは契約を締結しません。 

  （ 費用の負担）  

第１３  入札の参加に要する一切の費用は、入札参加者の負担とします。 

２ 落札後契約締結までに要する一切の費用は、落札者の負担とします。 

  （ そ の他）  

第１４ 本書に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令及び岡山県財務規則の定めるとこ
ろによって処理します。 
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領 収 印受 付 印

入札保証金の納付について

　納付書される前に、図１に示す納付書記載例の赤字の部分をご記入くださ
い。なお、納付期限は入札の当日となります。
　

図1.納付書記載例
注意事項
①納付書裏面に記載してある金融機関において、入札前までに入札保証金の納
付を行ってください。
②入札保証金の納付と引き換えに交付される納付書領収書について、写しをと
り、その写しを入札当日に持参してください。
③入札保証金は、落札者とならなかった場合、10ページの保管金払戻請求書
により還付します。

令和8 2

①振込を う 日付行 を記載し てく ださ い。

当 方 で 記 入 し ま す 。

②入札保証金と し て納付する金額

（ 入札金額の5% 以上に相当する額） と し てく ださ い。

令 和 8 2

③（ 物件番号） の入札保証金と し て

総務部財産活用課

0 0 0 5 0 2 5 0 117

5 6 0 0

0 5

空欄と し てく ださ い

⑤入札を う行 物件番号（ 物件番号１ 又は2のいずれか） を記入し てく ださ い。

④納入者の住所を都道府県から 記入し て

く ださ い。

⑤納入者の氏名を記入し てく ださ い。 な

お、 法人の場合は社名・ 代表者名を記入し

てく ださ い。
19
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物件番号x において入札を行 っ たが、 落札と なら なかっ たため。

令和8　 　 xx　  x x

①払戻請求を 行う 日付を 記載

②入札参加資格申請申

請書に記載し た本人の

住所・ 氏名を 記載。

（ 代理人ではない） (注1

③支払っ た入札保証金の額を 記入

③物件番号1又は２ に置き 換えて記入。

(注１

（ 注１ ： 発行責任者及び担当者の職・ 氏名を 記載し た場合は、 請求者欄における

実印の押印が不要と なり ます。

〇発行責任者と は、 代表取締役、 支店長、 営業所長など、 請求書を 発行する にあ

たり 責任を 有する 方です。

〇担当者と は、 本入札に関する 事務を 担当する 方です。

〇発行責任者と 担当者は、 同一人物でも 可です。

④入札保証金の還付を 希望する 口座情報を 記入

②に記載し た請求者と 同一名義と する 。

3

令和８ 　 　 ２ 　 　 19
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物 件 説 明 書 １ 
令和７年12月19日 

所  在  地 岡山市北区南中央町１０００番１ 

物 件 の 状 況       

土  地 建  物 

地 積(実測) 地 目 形 状  構 造 延床面積 

117.77㎡ 
令和７年測量 

宅地 不整形 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 48.61㎡(登記)  

接 面 道 路 の       
幅員及び構造 

西側：幅員約10ｍの舗装市道（富田町・富田線）※ 
南側：幅員約10ｍの舗装市道（南中央町１号線）※ 
※建築基準法第42条第1項第1号に該当 

都市計画法及 
び建築基準法 
上の主な制限 

都市計画区域 市街化区域 用途地域 商業地域 

日 影 制 限       制限有（二） 建ぺい率 80％ 容積率 500％ 

防 火 地 域       防火地域 そ の 他 

自動車駐車場附置義務条例適用
地区、自転車駐車場附置義務条
例適用地区、景観形成重点地区
（後楽園背景保全地区）、景観
計画区域、宅地造成等工事規制
区域 

占 有 物 件 等       有・無 物件の内容  

私道の負担等 有・無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 負担金等 

電 気 可   

上水道 可 岡山市水道局 納入済 

下水道 可 岡山市下水道河川局 納入済            

都市ｶﾞｽ 可   

交 通 機 関       
バ ス 両備バス「市役所入口」停留所 約0.1㎞（道路距離） 

鉄 道 岡山電気軌道清輝橋線「大雲寺」駅 約0.4㎞（道路距離） 

公 共 施 設 等       
役 所 岡山市役所 約0.4km（道路距離） 

学 区 清輝小学校 約0.7km（道路距離)  岡輝中学校 約0.9km（道路距離） 

近 隣 の 状 況       
・当該地は、店舗、事業所、共同住宅とが混在する住宅地域です。 
・近隣の主な公共施設としては、岡山大学病院、勤労者福祉センター等があります。 

建 物 の 状 況 

建 築 年 昭和58年 使用状況 
平成18年３月まで交番として使用、
その後、立寄所として令和６年３月
まで使用 

石綿使用調査 実施（一部） 内外壁・天井の吹付け材はアスベスト含有：無 

耐 震 診 断 未実施  

最低売払価格 １０，８００，０００円（更地価格から建物等撤去費相当額を控除した額） 

参 考 事 項       別紙のとおり 
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【別紙】 

・現状有姿で売却します。 

・建築物の屋根部分（北東角）が岡山市所有地（1000番２）に、建築物の屋根部分（南西角）が市道
（1005）に越境しています。なお、越境部に係る岡山市との協議・調整については、購入者におい
て実施してください。 

・当該敷地の南西側の隅切り部分（岡山市所有地（1003））については、敷地の整地又は建築物の建
替等を行う場合、現況の歩道部分と同一の仕上げで施工を行う必要があります。また、南側市道に
おいて、本敷地との段差を解消する工事を施工する場合、道路法第24条に基づく施工承認申請が必
要となります。詳細は、岡山市北区役所地域整備課にお問い合わせください。 

・本物件は令和６年４月以降未使用であり、築後相当の年数を経過していることから、目視可能部分
のみならず、目視不可部分についても相応の経年劣化が見込まれます。建物、建物付属設備、機械
設備等を使用する場合には、買受人の責任と負担による点検・修繕が必要です。 

・土壌汚染調査、地質調査、地下埋設物調査及び建物状況調査は実施していません。 

・洪水浸水想定区域図（想定最大規模）の洪水浸水想定区域内です。ハザードマップについては、岡
山市危機管理室へお問い合わせいただくか、下記のアドレスより確認してください。 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html 

・土地及び建物は、買受人に登録免許税を負担いただき、県が所有権移転登記を行います。 

 （注）物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者   
ご自身において諸規制等についての確認を行ってください。 
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案 内 図 

明 細 図 
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■現況写真 

①南東側から撮影 

 

  ②北西側から撮影 
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物 件 説 明 書 ２ 
令和７年12月19日 

所  在  地 笠岡市生江浜字沖浦２０５４番２ 

物 件 の 状 況       

土  地 建  物 

地 積(実測) 地 目 形 状  構 造 延床面積 

300.63㎡ 
令和７年測量 

宅地 整形 
①木造平家建 
②鉄骨プレハブ造平家建 
③鉄骨造平家建 

82.18㎡(登記) 
6.68㎡(未登記) 
5.60㎡(未登記) 

接 面 道 路 の       
幅員及び構造 

東側：幅員約7.5ｍの舗装市道（生江浜４３号沖浦線）※ 
北側：幅員約5ｍの舗装市道（生江浜４１号沖浦線）※ 
※建築基準法第42条第1項第1号に該当 

都市計画法及 
び建築基準法 
上の主な制限 

都市計画区域 非線引き都市計画区域 用途地域 準工業地域 

日 影 制 限        建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

防 火 地 域        そ の 他 宅地造成等工事規制区域 

占 有 物 件 等       有・無 物件の内容  

私道の負担等 有・無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 負担金等 

電 気 可   

上水道 可 笠岡市建設部上下水道総務課 納入済 

下水道 可 笠岡市建設部上下水道工務課 納入済 

都市ｶﾞｽ 不可   

交 通 機 関       
バ ス 井笠バス「生江浜口」停留所 約0.2㎞（道路距離） 

鉄 道 ＪＲ山陽本線「笠岡」駅 約2.3㎞（道路距離） 

公 共 施 設 等       
役 所 笠岡市役所 約2.3km（道路距離） 

学 区 金浦小学校 約1.0km（道路距離)  金浦中学校 約2.0km（道路距離） 

近 隣 の 状 況       
・当該地は、低層の住宅、店舗、事業所・作業所等が混在する地域です。 
・近隣の主な公共施設としては、金浦公民館、笠岡総合スポーツ公園があります。 

建 物 の 状 況 

建 築 年 平成3年 使用状況 駐在所として令和６年３月まで使用 

石綿使用調査 実施（一部） 外壁の吹付け材はアスベスト含有:無 

耐 震 診 断 実施・未  

最低売払価格 
５，６５９，３６０円 

（土地・建物のそれぞれの金額及び建物に課税される消費税相当額を合わせた金額） 

参 考 事 項       別紙のとおり 

  

15



 

【別紙】 

・現状有姿で売却します。 

・本物件は令和６年４月以降未使用であり、築後相当の年数を経過していることから、目視可能部分
のみならず、目視不可部分についても相応の経年劣化が見込まれます。建物、建物付属設備、機械
設備等を使用する場合には、買受人の責任と負担による点検・修繕が必要です。 

・土壌汚染調査、地質調査、地下埋設物調査及び建物状況調査は実施していません。 

・津波浸水想定区域図及び高潮浸水想定区域図の浸水想定区域内です。ハザードマップについては、
笠岡市危機管理課（0865-69-2222）へお問い合わせいただくか、下記のアドレスより確認してくだ
さい。 
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/10/33421.html 

・土地及び建物は、買受人に登録免許税を負担いただき、県が所有権移転登記を行います。 

 （注）物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者   
ご自身において諸規制等についての確認を行ってください。 
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案 内 図 

 

明 細 図 
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■現況写真 

①北東側から撮影 

 

  ②北側から撮影 

 

18



 

（様式第４号） 

一般競争入札参加申込書 

 

 

 令和 ８年 ２月 19 日に執行される下記物件の県有財産売払い一般競争入札に

参加したいので、「一般競争入札参加案内」及び現場説明会等の内容を承諾の上、

申し込みます。 

 

記 

 

  入札物件 

物件番号   

所 在 地    

 

 

 令和  年  月  日 

 

 岡山県知事 伊原木 隆太  殿 

 

 

                         （本  人） 住 所  

 

                                           フ リ ガ ナ   

                                  氏 名  

（注） 法人の場合には、法人名及び代表者氏名を記入してください。 

 

 

                         （代理人） 住 所  

 

フ リ ガ ナ   

                  氏 名  

 

              【連絡先】 

T E L   
⬜本人 ⬜代理人 

（いずれかに☑） 

Mail   
⬜本人 ⬜代理人 

（いずれかに☑） 

 

 

（添付書類） 誓約書（様式第７号） 

本人の印鑑証明書（法人の場合は、法人の印鑑証明書） 

              個人の場合は住所を証する書面（住民票） 

       法人の場合は、法人登記簿謄本（現在事項全部証明書）及び役員名簿（様式第６号） 

              代理人の場合は、本人の委任状（様式第５号） 
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（様式第７号） 

誓   約   書 

 

 

私は、「一般競争入札参加案内」に記載された全ての入札参加資格を有すること

を誓約いたします。 

 また、必要な場合には、下記について、岡山県警察本部に照会することを承諾し

ます｡ 

 

記 

 

１ 私は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。また、法人の役員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第９条第２１

号ロに規定する役員をいう。）についても、次に掲げる者のいずれにも該当しま

せん。 

  （1）暴力団員等（岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）第

２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者 

 （2）暴力団（岡山県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）又は暴力団員等の統制下にある者 

 （3）暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  

２ １の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 岡山県知事 伊原木 隆太   殿 

 

 

住 所  

 

氏 名               印 

 

 

（注） 法人の場合には、法人名及び代表者氏名を記入してください。 

 

 

 

次ページも御確認ください。 

 

（両面を印刷してください。） 
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（参 考） 

 

岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）（抄） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。 

(4)～(6) 略 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）（抄） 

（定義）  

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。  

(1) 略 

(2) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的

に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

(3)～(5)略 

(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

(7)・(8)略 

（暴力的要求行為の禁止）  

第９条  指定暴力団等の暴力団員（以下「指定暴力団員」という。）は、その者の所属する指定暴

力団等又はその系列上位指定暴力団等（当該指定暴力団等と上方連結（指定暴力団等が他の指定

暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっ

ている関係をいう。）をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。）

の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 

(1)～(20)略 

(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者（以下この条において「自己の関係者」とい                                         

う。）がした許認可等（行政手続法（平成５年法律第８８号）第２条第３号に規定する許認可

等をいう。以下この号及び次号において同じ。）に係る申請（同条第３号 に規定する申請をい

う。次号において同じ。）が法令（同条第１号に規定する法令をいう。以下この号及び次号に

おいて同じ。）に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をす

ることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分（行政

庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を

制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。）の要件に該当する事由があるにも

かかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 

イ 略 

ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有するものと認められる者を含む。第３２条第１項第３号において同じ。）となって

いるもの 

ハ 略 

(22)～(27) 略 
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№ 役 職 名 氏　　　名 住　　　　　　所 生 年 月 日
ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ T ･ S ･ H ・ R

　　年　　月　　日
14

13

12

11

1

 所在地：

 法人名：

7

10

5

6

(様式第６号)

役　　員　　名　　簿

9

買受申出者

2

3

4

8
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（様式第５号） 
 

委   任   状 
 
 
 私は、下記の者を代理人と定め、次の県有財産の売払いの入札に関する一切の権限を
委任します。 
 なお、代理人が使用する印鑑は、次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 

記 
 
  入札物件 

物件番号   

所 在 地   
 
 令和  年  月  日 
 
  岡山県知事 伊原木 隆太   殿 
 
 

委任者（申込者）  住 所                
 

氏 名                          印 

 

 
受任者（代理人）  住 所                

 

                                   氏 名                            

印 
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物件番号１ 及び２  

県有財産売買契約書（案） 

 

 売払人岡山県（以下「甲」という。）と買受人    （以下「乙」という。）とは、

岡山県有財産を売買することについて、次の条項により売買契約を締結する。 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 （売買物件） 

第２条 甲が乙に売り払う物件（以下「売買物件」という。）は、次のとおりとする。 

所在地 区分 数量 備考 

  平方メートル 定着物及び附属物を含む。 

 （売買代金） 

第３条 売買代金は、金    円（土地：    円、建物：    円（うち消費

税額及び地方消費税の額金    円））とする。 

 （契約保証金） 

第４条 契約保証金は、    円とする。 

２ 入札保証金    円は、この契約の締結と同時に前項の契約保証金に充当し、契

約保証金のその余の額は免除する。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さない。 

４ 第１項の契約保証金は、第６条の遅延利息及び第 19 条に規定する損害賠償の額の

予定又はその一部とみなさない。 

５ 甲は、乙が次条の規定による義務を履行したときは、第１項の契約保証金のうち、

入札保証金を充当した    円を売買代金に充当する。 

６ 乙が次条の規定による義務を履行しないため、第 17 条の規定によりこの契約を解

除したときは、第１項の契約保証金のうち第２項の規定により入札保証金を充当した

金    円は甲に帰属する。 

 （売買代金の納付） 

第５条 乙は、売買代金のうち入札保証金を充当した契約保証金    円を除いた金

円（以下「差額代金」という。）を甲の発行する納入通知書により  年  月  日

までに甲に納付しなければならない。 

 （遅延利息） 

第６条 乙は、前条に規定する期限までに差額代金を納付しなかったときは、当該期限

の翌日から差額代金を完納する日までの日数に応じ、当該未払額につき年 8.65 パー

セントの割合で計算した額を遅延利息として甲に納付しなければならない。 

 （所有権の移転） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時に乙に移転する。 

 （売買物件の引渡し） 

第８条 甲は、売買物件の所有権の移転と同時に、何らの手続を要しないで売買物件を

現状有姿のまま乙に引き渡したものとする。 

 （所有権の移転登記） 

第９条 甲は、売買物件の引渡し後、乙の請求により所有権移転の登記を嘱託する。 

２ 前項の登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 （危険負担） 

第 10 条 この契約の締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、売買物件が甲
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物件番号１ 及び２  

乙双方の責めに帰することのできない事由により滅失し、又は毀損した場合には、そ

の損害は、乙の負担とする。 

 （契約不適合責任） 

第 11 条 乙は、引き渡しを受けた売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容

に適合しないものであることを発見しても、甲に対して売買物件の修補の請求、売買

代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除その他一切の請求をすることができ

ない。ただし、売買物件の引渡しの日から起算して２年以内であって、乙が消費者契

約法（平成 12 年法律第 61号）第２条第１項に規定する消費者であるときは、この限

りでない。 

 （用途制限） 

第 12 条 乙は、売買物件を暴力団（岡山県暴力団排除条例（平成 22 年岡山県条例第 57

号。以下「条例」という。）第２条第１項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若し

くは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定さ

れている者の事務所又はその他これに類するものの用に供してはならない。 

２ 乙は、この契約の締結の日から起算して 10 年間は、売買物件を風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定す

る風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営

業の用に供してはならない。 

 （所有権の移転等の禁止） 

第 13 条 乙は、売買物件及びこの契約の締結後に売買物件に設置した建物等の物件を、

次の各号のいずれかに該当する者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。 

(1) 前条第１項の用に供するおそれのある者 

(2) 暴力団員等（条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）若し

くは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等の構成員又はその

他これに類する者 

２ 乙は、この契約の締結の日から起算して 10 年間は、売買物件又はこの契約の締結

後に売買物件に設置した建物等の物件を、前条第２項の用に供するおそれのある第三

者へ譲渡し、又は貸し付けてはならない。 

３ 乙は、売買物件を第三者へ譲渡し、又は貸し付けるときには、前２項に規定する義

務について、その譲受人又は賃借人に承継させなければならない。 

 （実地調査等） 

第 14 条 甲は、前２条に規定する義務の履行状況を確認するため、乙に所要の報告を

求め、又は随時に実地調査をすることができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する書類そ

の他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、正当な理由なく、前２項に規定する実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 （違約金） 

第 15 条 甲は、乙が第 12 条若しくは第 13 条のいずれかの規定に違反したとき又は次

条の規定により契約を解除したときは、売買代金の 100 分の 30 に相当する額の違約

金を乙から徴収することができる。 

２ 甲は、乙が前条第２項又は第３項の規定に違反したときは、売買代金の 100 分の 10

に相当する額の違約金を乙から徴収することができる。 

３ 前２項の違約金は違約罰であり、次条の規定による甲の契約の解除の権利の行使を
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物件番号１ 及び２  

妨げない。 

４ 第１項及び第２項の違約金は、第 19 条に規定する損害賠償の額の予定又はその一

部とみなさない。 

 （契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、甲が相当の期

間を定めてその履行の催告を行い、その期間内に履行がないときは、この契約を解除

することができる。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当していると認められるときは、この契約を解

除することができる。 

 (1) 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合には役員若しくは支店若

しくは営業所の代表者を、又は団体である場合には代表者、理事等、その他経営に

実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員等であると認められる

とき。 

 (2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的を持って、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認めら

れるとき。 

 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

３ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害に

ついて、何ら賠償することを要しない。 

４ 乙は、甲が第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じ

たときは、その損害を賠償するものとする。 

 （返還金等） 

第 17 条 甲は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙が支払った売買代金

を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙が負担した第９条第２項に

規定する登記費用及び第 21条に規定する契約費用は返還しない。 

３ 甲は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙が支払った第 15 条第１項

及び第２項の違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用

は償還しない。 

 （原状回復義務） 

第 18 条 乙は、甲が第 16条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する期

日までに売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買

物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは､現状のまま返還すること

ができる。 

２ 乙は、前項ただし書に規定する場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に

損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日まで

に、甲の定める売買物件の所有権の移転登記に係る承諾書を甲に提出しなければなら

ない。 
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物件番号１ 及び２  

 （損害賠償） 

第 19 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がないとき

は、この限りでない。 

 （返還金の相殺） 

第 20 条 甲は、第 17 条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第

15 条第１項及び第２項の違約金、前条に規定する損害賠償その他の甲に金銭を納付

すべき債務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。 

 （契約費用） 

第 21 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 （管轄裁判所） 

第 22 条 この契約から生ずる一切の法律関係に関する訴えについては、岡山地方裁判

所を第一審の管轄裁判所とする。 

 （疑義の決定） 

第 23 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、

甲乙協議の上決定する。 

 この契約の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

  年  月  日 

 

               甲  売払人 岡山市北区内山下二丁目４番６号 

                      岡 山 県 

                      岡山県知事 

 

 

               乙  買受人 
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入札会場案内図 
 

 

【入札会場（用度課入札室）への行き方】 

①本庁舎１階の出入口（東側、県民室側又は売店側）から庁舎内に入り、お近くの階段又は

エレベーターで地下１階に降りてください（青点線）。 

②下図（地下１階）の（緑点線）に沿って受付へお越しください。 

③下図（地下１階）の赤点線の経路に沿って入札会場（入札室）へお越しください。 

 

※お車でお越しの場合は、本庁舎又は県立図書館の外来駐車場（有料）等をご利用い

ただけます。 

 

＜岡山県庁舎平面図（１階、地下１階）＞ 
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